
議
員
提
出
第
二
十
九
号
議
案

犯
罪
被
害
者
等
支
援
の
充
実
を
求
め
る
意
見
書

二
○
○
四
年
に
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
が
成
立
し
、
犯
罪
被
害
者
等
は
「
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、

そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を
保
障
さ
れ
る
権
利
」
の
主
体
で
あ
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
、
犯
罪
被
害
者
等

支
援
施
策
は
一
定
の
前
進
を
果
た
し
た
。

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
に
対
応
し
て
、
国
は
た
ゆ
ま
ず
支
援
施
策
の
充
実
を
進
め
て
い
く
責
務
を
負
っ
て

い
る
も
の
の
、
犯
罪
被
害
者
等
の
多
種
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
だ
け
の
整
備
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
難
く
、
犯
罪
被
害
給
付
制
度
は
創
設
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
被
害
直
後
か
ら
公
費
に
よ
っ
て
弁

護
士
の
支
援
を
受
け
る
制
度
や
国
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
財
産
の
補
償
制
度
な
ど
は
未
だ
に
実
現
さ
れ
て
い

な
い
。
さ
ら
に
、
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
は
地
域
に
よ
っ
て
格
差
を
残
し
て
い
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
実
施
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

犯
罪
被
害
者
等
が
民
事
訴
訟
等
を
通
じ
て
迅
速
か
つ
確
実
に
損
害
の
賠
償
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
損
害

回
復
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

二

犯
罪
被
害
者
等
補
償
法
を
制
定
し
て
犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
経
済
的
支
援
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も

に
、
手
続
的
な
負
担
を
軽
減
す
る
施
策
を
講
じ
る
こ
と
。

三

犯
罪
被
害
者
等
の
誰
も
が
、
事
件
発
生
直
後
か
ら
弁
護
士
に
よ
る
法
的
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
公

費
に
よ
る
被
害
者
等
支
援
弁
護
士
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
。

四

性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
病
院
拠
点
型
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
を
、
都
道
府
県
に
最

低
一
か
所
は
設
立
し
、
人
的
・
財
政
的
支
援
を
行
う
こ
と
。

五

地
域
の
状
況
に
応
じ
た
犯
罪
被
害
者
等
支
援
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
全
て
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
、
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
が
制
定
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
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